
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

1

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

2

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

3

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

4

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
八
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

5

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

6

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

8

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

10

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
十
二
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

11

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

12

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
行
政
執
行
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

13

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

14

○
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
（

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

附
則
第
十
二
条
関
係
）

15
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○
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
九
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は

第
九
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は

、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
百
九
十
三

（
略
）

一
～
百
九
十
三

（
略
）

百
九
十
四

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）

（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
九
条
の
四

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独

第
九
条
の
四

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独

立
行
政
法
人
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

立
行
政
法
人
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
百
四
十

（
略
）

一
～
百
四
十

（
略
）

百
四
十
一

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）



- 2 -

○
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
十
（
第
六
十
条
の
二
関
係
）

別
表
第
十
（
第
六
十
条
の
二
関
係
）

一
～
八
十
九

（
略
）

一
～
八
十
九

（
略
）

九
十

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）
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○
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
継
続
長
期
組
合
員
に
つ
き
組
合
員
期
間
の
通
算
を
認
め
る
公
庫
等
又
は

（
継
続
長
期
組
合
員
に
つ
き
組
合
員
期
間
の
通
算
を
認
め
る
公
庫
等
又
は

特
定
公
庫
等
の
範
囲
）

特
定
公
庫
等
の
範
囲
）

第
四
十
三
条

法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
（
以
下

第
四
十
三
条

法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
（
以
下

「
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人

「
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人

は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
百
四
十
一

（
略
）

一
～
百
四
十
一

（
略
）

百
四
十
二

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）

２

法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
庫
等
（
以
下
「
特

２

法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
庫
等
（
以
下
「
特

定
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人

定
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人

は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
百
二
十
五

（
略
）

一
～
百
二
十
五

（
略
）

百
二
十
六

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）
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○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
継
続
長
期
組
合
員
に
係
る
公
庫
等
の
範
囲
）

（
継
続
長
期
組
合
員
に
係
る
公
庫
等
の
範
囲
）

第
三
十
九
条

法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は

第
三
十
九
条

法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は

、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
百
十
二

（
略
）

一
～
百
十
二

（
略
）

百
十
三

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

国
の
職
員
に
係
る
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
表
第
百
四
十
条
第
一
項

７

国
の
職
員
に
係
る
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
表
第
百
四
十
条
第
一
項

の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公

の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公

庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
百
八

（
略
）

一
～
百
八

（
略
）

百
九

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）
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○
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
八
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
六
条
関
係
）

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
六
条
関
係
）

名

称

根

拠

法

登

記

事

項

名

称

根

拠

法

登

記

事

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

全
国
市
町
村
職
員

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

全
国
市
町
村
職
員

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

共
済
組
合
連
合
会

法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

共
済
組
合
連
合
会

法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
五
十
二
号
）

第
百
五
十
二
号
）

脱
炭
素
成
長
型
経

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造

代
表
権
の
範
囲
又
は

（
新
設
）

済
構
造
移
行
推
進

へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進

制
限
に
関
す
る
定
め

機
構

に
関
す
る
法
律
（
令
和
五

が
あ
る
と
き
は
、
そ

年
法
律
第
三
十
二
号
）

の
定
め

資
本
金

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
申
請
に
対
す
る
処
分
及
び
不
利
益
処
分
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
除
外

（
申
請
に
対
す
る
処
分
及
び
不
利
益
処
分
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
除
外

さ
れ
る
法
人
）

さ
れ
る
法
人
）

第
一
条

行
政
手
続
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号

第
一
条

行
政
手
続
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号

の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
、
危
険
物
保
安
技
術

の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
、
危
険
物
保
安
技
術

協
会
、
行
政
書
士
会
、
漁
業
共
済
組
合
連
合
会
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
、

協
会
、
行
政
書
士
会
、
漁
業
共
済
組
合
連
合
会
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
、

健
康
保
険
組
合
、
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等

健
康
保
険
組
合
、
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等

支
援
機
構
、
広
域
的
運
営
推
進
機
関
、
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
、

支
援
機
構
、
広
域
的
運
営
推
進
機
関
、
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
、

港
務
局
、
小
型
船
舶
検
査
機
構
、
国
民
健
康
保
険
組
合
、
国
民
健
康
保
険

港
務
局
、
小
型
船
舶
検
査
機
構
、
国
民
健
康
保
険
組
合
、
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
、
国
民
年
金
基
金
、
国
民
年
金
基
金
連
合
会
、
国
家
公
務
員

団
体
連
合
会
、
国
民
年
金
基
金
、
国
民
年
金
基
金
連
合
会
、
国
家
公
務
員

共
済
組
合
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
市
街
地
再
開
発
組
合
、
自

共
済
組
合
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
市
街
地
再
開
発
組
合
、
自

動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
、
司
法
書
士
会
、
社
会
保
険
労
務
士
会
、
住
宅

動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
、
司
法
書
士
会
、
社
会
保
険
労
務
士
会
、
住
宅

街
区
整
備
組
合
、
商
工
会
連
合
会
、
水
害
予
防
組
合
、
水
害
予
防
組
合
連

街
区
整
備
組
合
、
商
工
会
連
合
会
、
水
害
予
防
組
合
、
水
害
予
防
組
合
連

合
、
税
理
士
会
、
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
全
国
市

合
、
税
理
士
会
、
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
全
国
市

町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
、
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
、
脱
炭

町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
、
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
、
地
方

素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
、
地
方
公

公
務
員
共
済
組
合
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
災
害

務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
、
地
方
住
宅
供
給

補
償
基
金
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
、
地
方
独
立
行
政
法

公
社
、
地
方
道
路
公
社
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、
中
央
職
業
能
力
開
発
協

人
、
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
、
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
、
中
小
企
業

会
、
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
土
地
開
発
公

団
体
中
央
会
、
土
地
開
発
公
社
、
土
地
改
良
区
、
土
地
改
良
区
連
合
、
土

社
、
土
地
改
良
区
、
土
地
改
良
区
連
合
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
土
地
区

地
家
屋
調
査
士
会
、
土
地
区
画
整
理
組
合
、
都
道
府
県
職
業
能
力
開
発
協

画
整
理
組
合
、
都
道
府
県
職
業
能
力
開
発
協
会
、
日
本
行
政
書
士
会
連
合

会
、
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
、
日
本
銀
行
、
日
本
下
水
道
事
業
団
、
日

会
、
日
本
銀
行
、
日
本
下
水
道
事
業
団
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
、
日
本

本
公
認
会
計
士
協
会
、
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
、
日
本
商
工
会
議
所
、

司
法
書
士
会
連
合
会
、
日
本
商
工
会
議
所
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
、
日

日
本
税
理
士
会
連
合
会
、
日
本
赤
十
字
社
、
日
本
土
地
家
屋
調
査
士
会
連
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本
赤
十
字
社
、
日
本
土
地
家
屋
調
査
士
会
連
合
会
、
日
本
弁
理
士
会
、
日

合
会
、
日
本
弁
理
士
会
、
日
本
水
先
人
会
連
合
会
、
農
業
共
済
組
合
、
農

本
水
先
人
会
連
合
会
、
農
業
共
済
組
合
、
農
業
共
済
組
合
連
合
会
、
農
水

業
共
済
組
合
連
合
会
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
防
災
街
区

産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
、
水
先
人
会

整
備
事
業
組
合
、
水
先
人
会
、
預
金
保
険
機
構
及
び
労
働
災
害
防
止
協
会

、
預
金
保
険
機
構
及
び
労
働
災
害
防
止
協
会
と
す
る
。

と
す
る
。
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○
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
条
第
二
号
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
三
条
第
二
号
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
一
条

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平

第
一
条

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二

号
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
、
沖

号
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
、
沖

縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
、
貸
金
業
協
会
、
株
式

縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
、
貸
金
業
協
会
、
株
式

会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会
社
日
本

会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会
社
日
本

貿
易
保
険
、
企
業
年
金
連
合
会
、
危
険
物
保
安
技
術
協
会
、
行
政
書
士
会

貿
易
保
険
、
企
業
年
金
連
合
会
、
危
険
物
保
安
技
術
協
会
、
行
政
書
士
会

、
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
、
警
察
共
済
組
合
、
軽
自
動
車
検
査
協
会

、
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
、
警
察
共
済
組
合
、
軽
自
動
車
検
査
協
会

、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
、
広
域

、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
、
広
域

的
運
営
推
進
機
関
、
港
務
局
、
公
立
学
校
共
済
組
合
、
小
型
船
舶
検
査
機

的
運
営
推
進
機
関
、
港
務
局
、
公
立
学
校
共
済
組
合
、
小
型
船
舶
検
査
機

構
、
国
民
年
金
基
金
連
合
会
、
国
立
大
学
法
人
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合

構
、
国
民
年
金
基
金
連
合
会
、
国
立
大
学
法
人
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合

、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
、
指
定
都
市

、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
、
指
定
都
市

職
員
共
済
組
合
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
、
司
法
書
士
会
、
社
会
保

職
員
共
済
組
合
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
、
司
法
書
士
会
、
社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
、
社
会
保
険
労
務
士
会
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
、
社
会
保
険
労
務
士
会
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会

社
、
商
品
先
物
取
引
協
会
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、

社
、
商
品
先
物
取
引
協
会
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
、
水
害
予
防
組
合
、
水
害
予
防
組
合
連
合
、

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
、
水
害
予
防
組
合
、
水
害
予
防
組
合
連
合
、

税
理
士
会
、
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
全
国
市
町
村

税
理
士
会
、
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
全
国
市
町
村

職
員
共
済
組
合
連
合
会
、
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
、
大
学
共
同

職
員
共
済
組
合
連
合
会
、
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
、
大
学
共
同

利
用
機
関
法
人
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
、
地
方
競
馬

利
用
機
関
法
人
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
、
地

全
国
協
会
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地

機
構
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
、

方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
職
員
共
済
組
合

地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
職
員
共
済
組
合
、
地
方
税
共
同
機
構
、
地
方

、
地
方
税
共
同
機
構
、
地
方
道
路
公
社
、
都
市
職
員
共
済
組
合
、
都
職
員
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道
路
公
社
、
都
市
職
員
共
済
組
合
、
都
職
員
共
済
組
合
、
土
地
家
屋
調
査

共
済
組
合
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日

士
会
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
日

本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
、
日
本
銀
行
、
日
本

本
行
政
書
士
会
連
合
会
、
日
本
銀
行
、
日
本
勤
労
者
住
宅
協
会
、
日
本
下

勤
労
者
住
宅
協
会
、
日
本
下
水
道
事
業
団
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
、
日

水
道
事
業
団
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、
日

本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
、
日
本
消
防
検
定
協

本
司
法
書
士
会
連
合
会
、
日
本
消
防
検
定
協
会
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・

会
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
、
日

共
済
事
業
団
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
、
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
、

本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
、
日
本
た
ば
こ
産
業
共
済
組
合
、
日
本
中
央
競

日
本
た
ば
こ
産
業
共
済
組
合
、
日
本
中
央
競
馬
会
、
日
本
鉄
道
共
済
組
合

馬
会
、
日
本
鉄
道
共
済
組
合
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
、
日
本
土
地
家
屋

、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
、
日
本
土
地
家
屋
調
査
士
会
連
合
会
、
日
本
年

調
査
士
会
連
合
会
、
日
本
年
金
機
構
、
日
本
弁
理
士
会
、
日
本
放
送
協
会

金
機
構
、
日
本
弁
理
士
会
、
日
本
放
送
協
会
、
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協

、
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、

会
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
、
東
日
本
高

合
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
福
島
国

速
道
路
株
式
会
社
、
福
島
国
際
研
究
教
育
機
構
、
放
送
大
学
学
園
、
本
州

際
研
究
教
育
機
構
、
放
送
大
学
学
園
、
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会

四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
預
金
保
険
機
構
と
す
る
。

社
及
び
預
金
保
険
機
構
と
す
る
。
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○
統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
的
統
計
の
作
成
主
体
と
な
る
べ
き
法
人
）

（
公
的
統
計
の
作
成
主
体
と
な
る
べ
き
法
人
）

第
一
条

統
計
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政

第
一
条

統
計
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政

令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
、
沖
縄
振
興
開

令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
、
沖
縄
振
興
開

発
金
融
公
庫
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株

発
金
融
公
庫
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株

式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
、
原
子
力
損
害

式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
、
原
子
力
損
害

賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
、
国
立
大
学
法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
、
国
立
大
学
法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
、
日
本
銀
行
、
日
本
司
法
支

、
日
本
銀
行
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済

援
セ
ン
タ
ー
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
、
日
本
中
央
競
馬
会

事
業
団
、
日
本
中
央
競
馬
会
、
日
本
年
金
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯

、
日
本
年
金
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
福
島
国
際
研

金
保
険
機
構
、
福
島
国
際
研
究
教
育
機
構
、
放
送
大
学
学
園
及
び
預
金
保

究
教
育
機
構
、
放
送
大
学
学
園
及
び
預
金
保
険
機
構
と
す
る
。

険
機
構
と
す
る
。
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○
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
十
二
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
二
条

法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
科
学
技
術

第
二
条

法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
科
学
技
術

大
学
院
大
学
学
園
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構

大
学
院
大
学
学
園
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構

、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会

、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会

社
日
本
貿
易
保
険
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
、
国
立
大
学

社
日
本
貿
易
保
険
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
、
国
立
大
学

法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進

法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
、
日
本
銀
行
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ

機
構
、
日
本
銀
行
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・

ー
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
、
日
本
中
央
競
馬
会
、
日
本
年

共
済
事
業
団
、
日
本
中
央
競
馬
会
、
日
本
年
金
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組

金
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
福
島
国
際
研
究
教
育
機

合
貯
金
保
険
機
構
、
福
島
国
際
研
究
教
育
機
構
、
放
送
大
学
学
園
及
び
預

構
、
放
送
大
学
学
園
及
び
預
金
保
険
機
構
と
す
る
。

金
保
険
機
構
と
す
る
。
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○
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
退
職
手
当
通
算
法
人
）

（
退
職
手
当
通
算
法
人
）

第
二
条

法
第
百
六
条
の
二
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独
立
行
政

第
二
条

法
第
百
六
条
の
二
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独
立
行
政

法
人
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

法
人
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
九
十
一

（
略
）

一
～
九
十
一

（
略
）

九
十
二

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
事
前
の
再
就
職
の
届
出
に
係
る
認
可
法
人
）

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
事
前
の
再
就
職
の
届
出
に
係
る
認
可
法
人
）

第
三
十
一
条

法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
法

第
三
十
一
条

法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
法

人
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

人
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）
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○
行
政
執
行
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
事
前
の
再
就
職
の
届
出
に
係
る
認
可
法
人
）

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
事
前
の
再
就
職
の
届
出
に
係
る
認
可
法
人
）

第
十
七
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
第
三
号
の
政

第
十
七
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
第
三
号
の
政

令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
新
設
）
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○
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
十
条
関
係
）

別
表
（
第
三
十
条
関
係
）

名

称

根

拠

法

名

称

根

拠

法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
学
共
同
利
用
機
関

国
立
大
学
法
人
法

大
学
共
同
利
用
機
関

国
立
大
学
法
人
法

法
人

法
人

脱
炭
素
成
長
型
経
済

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の

（
新
設
）

構
造
移
行
推
進
機
構

推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十

二
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
（
附
則

第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

第
二
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
九
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
九
十
五

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年

百
九
十
四

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年

法
律
第
八
十
八
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
立
大
学
法
人
東

法
律
第
八
十
八
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
立
大
学
法
人
東

京
科
学
大
学
と
な
つ
た
旧
国
立
大
学
法
人
東
京
工
業
大
学
（
以
下
「

京
科
学
大
学
と
な
つ
た
旧
国
立
大
学
法
人
東
京
工
業
大
学
（
以
下
「

旧
東
京
工
業
大
学
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の

旧
東
京
工
業
大
学
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
立
大
学
法
人
東
京
医
科
歯
科
大
学
（
以

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
立
大
学
法
人
東
京
医
科
歯
科
大
学
（
以

下
「
旧
東
京
医
科
歯
科
大
学
」
と
い
う
。
）

下
「
旧
東
京
医
科
歯
科
大
学
」
と
い
う
。
）

第
九
条
の
四
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
九
条
の
四
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
四
十
二

旧
東
京
工
業
大
学
及
び
旧
東
京
医
科
歯
科
大
学

百
四
十
一

旧
東
京
工
業
大
学
及
び
旧
東
京
医
科
歯
科
大
学


